
　大仙市では、保育士の人材不足解消を目的に、大仙市内の保育施設等に就職された方

が返還する奨学金の一部を助成します。
 　保育施設等とは、幼稚園、認定こども園、認可保育所、へき地保育所、小規模保育施設
　 事業所内保育施設、企業主導型保育施設となります。

 最大１００万円（20万円×５年間）
 　◆助成金額 返還した奨学金の額（上限額２０万円）

※ほかの助成制度を受けられる場合、その助成金控除後の金額が対象

 　◆助成期間 ５年間（助成対象として認められた最初の返還年度から起算して５年間）

 　◆次の要件をすべて満たす方が対象となります。

①  奨学金を利用して保育士資格を取得した方
②  平成30年４月１日以降に大仙市内の保育施設へ新規に保育士として採用された方

　※正規雇用、臨時雇用（月２０日以上、日６時間以上）を対象とします
③  自ら奨学金を返済している方
④  大仙市内で５年以上保育士として勤務する方
⑤  市税等に滞納がない方
⑥  秋田県の奨学金返還助成制度の対象となる場合は認定を受けた方

①  日本学生支援機構奨学金（第一種及び第二種）
②  秋田県育英会奨学金
③  地方公共団体の奨学金
④  母子父子寡婦福祉資金貸付金（修学資金）
⑤  生活福祉資金貸付金（教育支援費）
⑥  交通遺児育英会奨学金
⑦  あしなが育英会奨学金
⑧  その他市長が認める奨学金

 申請書類を郵送または持参により、下記問い合わせ先に提出してください。
  ※交付申請書は、大仙市のホームページからダウンロードできます。

 助成内容

対象者・条件

 対象となる奨学金

 申請方法

「大仙市保育士支援奨学金返還助成制度」に関する問い合わせ
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